
 

議案番号 議案名 内容（要旨） 

議

決

結

果 

議

決

状

態 

議第３７号 

橿原市議会議員及び橿原市長の選挙におけ

る選挙運動の公費負担に関する条例の一部

改正について 

公職選挙法施行令の一部改正に伴い、橿原

市議会議員及び橿原市長の選挙における選

挙運動の公営に要する経費に係る限度額を

引き上げるもの 

原

案

可

決 

全

会

一

致 

議第３８号 
橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費

用弁償に関する条例の一部改正について 

新たに期日前投票所を設置することに伴

い、期日前投票所の投票管理者の報酬規定

を整備するもの 

原

案

可

決 

全

会

一

致 

議第３９号 
橿原市消防団員等公務災害補償条例の一部

改正について 

労働者災害補償保険法施行令及び地方公務

員災害補償法施行令が一部改正されたこと

に伴い、非常勤消防団員等に係る損害補償

の基準を定める政令の一部が改正されたた

め、災害補償給付と公的年金給付の併給調

整について、所要の改正を行うもの 

原

案

可

決 

全

会

一

致 

議第４０号 
橿原市執行機関の附属機関に関する条例の

一部改正について 

執行機関の附属機関として、新たに橿原市

観光基本計画策定審議会を設置するため、

所要の改正を行うもの 

原

案

可

決 

全

会

一

致 

議第４１号 
橿原市国民健康保険税条例の一部改正につ

いて 

地方税法施行令が一部改正されたことを受

け、低所得者の国民健康保険税を軽減する

ため、軽減判定所得における５割及び２割

軽減の基準額について見直しをするもの 

原

案

可

決 

全

会

一

致 

議第４２号 

橿原市家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部改正につい

て 

建築基準法施行令の改正により、特別非常

階段に係る規制が合理化されたことに伴

い、小規模保育事業所Ａ型及び保育所型事

業所内保育事業所の設備の基準について、

所要の改正を行うもの 

原

案

可

決 

賛

成

多

数 

議第４３号 市道路線の認定、変更及び廃止について 

道路法第８条第２項及び第１０条第３項の

規定に基づき、市道路線の認定、変更及び

廃止について、議会の議決を求めるもの 

原

案

可

決 

全

会

一

致 

議第４４号 
訴えの提起について（生活保護費不正取得返

還請求） 

生活保護法第７８条による徴収金を取立て

るため、訴えを提起することにつき、地方

自治法第９６条第１項第１２号の規定に基

づき、議会の議決を求めるもの 

原

案

可

決 

全

会

一

致 

議第４５号 
平成２８年度橿原市一般会計補正予算（第１

号）について 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２

１，８２２千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ４２，５５１，８

２２千円とする。（以下、略） 

原

案

可

決 

全

会

一

致 

決第４号 
次期介護保険制度改正における福祉用具、住

宅改修の見直しに関する意見書 

議員提案により意見書を、関係行政庁に対

し提出するもの 

原

案

可

決 

賛

成

多

数 

承第２号 
橿原市税条例等の一部を改正する条例に関

する専決処分の報告について 

地方自治法第１７９条第３項の規定により

報告 

承

認 

全

会

一

致 

承第３号 

平成２８年度橿原市住宅新築資金等貸付事

業特別会計補正予算（第１号）に関する専決

処分の報告について 

地方自治法第１７９条第３項の規定により

報告 

承

認 

全

会

一

致 



議案番号 議案名 内容（要旨） 

議

決

結

果 

議

決

状

態 

報第２号 
平成２７年度橿原市一般会計予算繰越明許

費繰越計算書の報告について 

地方自治法施行令第１４６条第２項の規定

により報告 

報

告 
― 

報第３号 
平成２７年度橿原市一般会計予算事故繰越

し繰越計算書の報告について 

地方自治法施行令第１５０条第３項の規定

により準用される同令第１４６条第２項の

規定により報告 

報

告 
― 

報第４号 
平成２７年度橿原市上水道事業会計予算繰

越計算書の報告について 

地方公営企業法第２６条第３項の規定によ

り報告 

報

告 
― 

報第５号 
平成２７年度橿原市下水道事業会計予算繰

越計算書の報告について 

地方公営企業法第２６条第３項の規定によ

り報告 

報

告 
― 

 


